
 

 

 

10 月 14 日に後期始業式と後期児童会役員・学級委員の認証式を行いました。 

認証式では、１５人の児童が前に立ち、自分の役に対しての責任を胸に意気込みを堂々と

かつ具体的に語りました。リーダーには自分の役職において、自分たちで学校や学級のルー

ルや活動を見直し、改善できることを目指し、またリーダー

を支える仲間にはリーダーの意見に協力できる力が身につく

よう学校でも指導していきます。 

難しいことに出会ったり思ったようにいかなくて不安にな

ったりすることもあるかもしれません。でもその時が伸びて

いくチャンスです。ご家庭でもお声掛けをお願いいたします。 

 
ＳＮＳをうまく活用できる子へ 

ＳＮＳなど情報は、機器の性能も日進月歩の進化を遂げ、子どもたちにとってますます身近

で、でも大人にとってはつかみにくいものとなっています。こんな状況を受け、県教育委員会

より、県内の学校に「情報モラルに関する啓発リーフレットの活用」についてお知らせが配ら

れました。下の URL にリーフレットが載っています。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/16612.html 

ここには、情報機器を用いた情報の取得や発信が容易になり、小学生にも間違った使い方や

危険な使い方をしないよう注意が必要な時代となったことが例示とともに啓発されています。

学校でも高学年を中心に指導を行っておりますが、ご家庭ごとに状況も大きくことなることか

ら、リーフレットの紹介とともに、お子さまを守るためにも指導・監督をお願いいたします。 

以下に記載されている事例やご家庭での留意点を紹介します。 

① 思わぬところで！書き言葉、話し言葉のトラブル 

事例中の友達 C・D のように、慰めるつもりでも誤解

される表現もあります。この誤解から、A さんとけんかし

たり、他の多くの友達を巻き込んだ大きなトラブルにな

ったりすることがあります。  

② 動画は誰のもの？ 

 友達同士で撮った動画が、写った本人が知らな

い中で友達の友達に送られました。写った本人か

らすると、自分の友達でない人までその動画を保

存している状況です。こうなると止めたくても本人では拡散を止めることはできません。  
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事例① SNS 上の会話  

A さん：試合でミスしてごめん  

友達 B：あなたのせいじゃない  

友達 C:そうよ 

友達 D:その通り  

事例② 意図しない動画の拡散  

A さん：動画が拡散されている！！  

友達 B：友達の C には送ったよ  

友達Ｃ：おもしろかったからみんな

に送ったよ  

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/16612.html


※②について、動画は取った人が自由に使えると思われがちですが、撮影に際しても肖像権など

配慮することが多くあり、特にＳＮＳ上に公開するときには、本人の承諾はもちろんですが

個人情報の流出につながらないか、著作権の侵害やＳＮＳ上での炎上、ストーカー被害にあ

わないかなど慎重に検討する必要があります。  

③ 危険な書き込みをしている割合の高い学年は？ 書き込みの実態 

ネットに他人の悪口や個人情報を公開するような書き込みをしたことがあるお子さんは小

学校１年生から３年生までが一番多い実態があります。誰かを傷つける書き込みは罪になる

ことがありますし、内容が違法行為であれば拡散しただけでも罪に問われることがありま

す。そして、ひとたび何かを起こせば、その情報はネット上に残り続けます。また、発信し

た情報から採用時の人物評価の判断材料にする会社もあるなど将来に渡って心配が残りま

す。 

④ お子さんは、ネット依存・ゲーム依存になっていませんか？ 

制限しようとしてうまくいかず不機嫌になったり、ネット使用で人間関係を壊しそうになっ

たりする傾向のあるお子さんは、依存の傾向があるかもしれません。リーフレットで自己診

断ができます。  

県内では、小学生男子２０．５％、女子１６．９％が依存の傾向を疑われています。  

 

ＳＮＳ上のトラブルは、学校でもご家庭でも気付きにくいものです。また、気付いたとき

には取り返しのつかないことになっている可能性もあります。今は、携帯だけでなくゲーム機

でも通信ができるものがありますので、そういった機器をお持ちのご家庭では、お子さまが被

害にあったり加害となったりしないようご家庭でルールを決めて使用すること、情報発信の危

険性について教えること、困ったときにすばやく大人に相談することなどをお伝えください。 

 

★１１月の予定は「行事・下校時刻一覧表」でご確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※田口福寿会より、オンラインで本が読める ID と PW（e ライブラリ）をい 

ただきました。学級で紹介していきますので、ご家庭でも本が読める機 

会としてご活用ください。 

※探究的な学習として、２・３・４年生は高専の先生をお招きして以下の 

日程で 2 時間体験学習を行います。（2 年生 11 月 14 日、3 年生 11 月 28 日 

4 年生 12 月 9 日）５・６年生は 12 月 5 日にドローン体験を行います。 

１２月の主な行事予定 
１日（月）家庭学習強化週間 
２日（火）～４日（木）個別懇談（１年生） 
３日（水）ひびきあい集会 
５日（金）読み聞かせ  

５・６年生ドローン体験 
９日（火）ミドルン ４年よく走る車づくり 

１１日（木）なかよし遊び 大掃除 
 

お知らせ 

１２日（金）読み聞かせ 
      たんぽぽ学級校外学習 
１６日（火）～１９日（金）個別懇談 
      （２～６年生、たんぽぽ） 
２６日（木）冬休み前集会 


